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無期転換ルール及び雇止めに係る関係法令について 

 
○ 労働契約法（平成１９年法律第１２８号）（抄） 

（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換） 

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前のも

のを除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通算契約期間」

という。）が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期

間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働

契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合にお

いて、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している

有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働条件（契約

期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）とする。 

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間

で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含

まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準

に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」とい

う。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間

（当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、

当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。）が一年に満た

ない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎とし

て厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契

約期間は、通算契約期間に算入しない。 

 

 

（有期労働契約の更新等） 

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日まで

の間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく

有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期

労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満

了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間

の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定

めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新される

ものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 
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○ 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 

（平成２４年厚生労働省令第１４８号） 

（法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準） 

第一条 労働契約法 （以下「法」という。）第十八条第二項 の厚生労働省令で定める基準は、次の

各号に掲げる無契約期間（一の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の

契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の当該期間を

いう。以下この条において同じ。）に応じ、それぞれ当該各号に定めるものであることとする。 

一 最初の雇入れの日後最初に到来する無契約期間（以下この項において「第一無契約期間」と

いう。） 第一無契約期間の期間が、第一無契約期間の前にある有期労働契約の契約期間（二以

上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間）に二分の一を乗じて得

た期間（六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として

計算した期間とする。）未満であること。 

二 第一無契約期間の次に到来する無契約期間（以下この項において「第二無契約期間」という。） 

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 

イ 第一無契約期間が前号に定めるものである場合 第二無契約期間の期間が、第二無契約期

間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間

（六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算

した期間とする。）未満であること。 

ロ イに掲げる場合以外の場合 第二無契約期間の期間が、第一無契約期間と第二無契約期間

の間にある有期労働契約の契約期間（二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約

期間を通算した期間）に二分の一を乗じて得た期間（六月を超えるときは六月とし、一月に

満たない端数を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。）未満であること。 

三 第二無契約期間の次に到来する無契約期間（以下この項において「第三無契約期間」という。） 

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 

イ 第二無契約期間が前号イに定めるものである場合 第三無契約期間の期間が、第三無契約

期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間

（六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算

した期間とする。）未満であること。 

ロ 第二無契約期間が前号ロに定めるものである場合 第三無契約期間の期間が、第一無契約

期間と第三無契約期間の間にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一

を乗じて得た期間（六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれ

を一月として計算した期間とする。）未満であること。 

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 第三無契約期間の期間が、第二無契約期間と第三無契

約期間の間にある有期労働契約の契約期間（二以上の有期労働契約がある場合は、その全て

の契約期間を通算した期間）に二分の一を乗じて得た期間（六月を超えるときは六月とし、

一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。）未満であること。 

四 第三無契約期間後に到来する無契約期間 当該無契約期間が、前三号の例により計算して得

た期間未満であること。 

２ 前項の規定により通算の対象となるそれぞれの有期労働契約の契約期間に一月に満たない端数

がある場合は、これらの端数の合算については、三十日をもって一月とする。 

 

（法第十八条第二項 の厚生労働省令で定める期間） 

第二条 法第十八条第二項 の厚生労働省令で定める期間は、同項 の当該一の有期労働契約の契約

期間に二分の一を乗じて得た期間（一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算

した期間とする。）とする。 
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○ 労働基準法（昭和２２年法律第第４９号）（抄） 

（契約期間等） 

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるも

ののほかは、三年（次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年）を超える期間に

ついて締結してはならない。 

一 専門的な知識、技術又は経験（以下この号において「専門的知識等」という。）であつて高度

のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者（当該高度の

専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。）との間に締結される労働契約 

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に掲げる労働契約を除く。） 

２ 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時におい

て労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約

の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 

３ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な

助言及び指導を行うことができる。 

 

 

○ 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 

（平成１５年厚生労働省告示第３５７号） 

（雇止めの予告）  

第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約（当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から

起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない

旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。）を更新しないこととしようとする場合

には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならな

い。 

 

（雇止めの理由の明示） 

第二条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請

求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

２ 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなか

った理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

  

（契約期間についての配慮） 

第三条 使用者は、期間の定めのある労働契約（当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日か

ら起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。）を更新しようとする場合におい

ては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努め

なければならない。 


